
地方交付税に関する意見書

「経済・財政再生計画」では，平成３２年度の基礎的財政収支黒字化という財政健全化目標

を堅持し，国の一般歳出については増加を前提とせず歳出改革に取り組み，地方においても，

国の取組と基調を合わせ取り組むこととされており，地方交付税制度ではトップランナー方式

の対象業務の拡大が検討されている。

また，「経済・財政再生計画」では，交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要とな

る一般財源の総額について，平成３０年度までにおいて，平成２７年度地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保するとされたところであるが，政府の審議会等において

は，地方公共団体の財政調整基金の積立残高の増加等を背景に，地方財政計画の水準に関する

議論がなされている。

しかしながら，地方はこれまで国を上回る歳出の抑制努力を続けてきており，また，財政調

整基金の増加は不測の事態に備えた財政運営の年度間調整の取組であり，積立金の増加をもっ

て地方財政計画の規模縮小の見直しや地方交付税の削減の議論に結びつけることは妥当ではな

い。

よって，国におかれては，来年度予算の編成など今後の取組に向けて，地方公共団体が引き

続き安定的な行財政運営を行えるよう下記事項について格別の配慮を強く要請する。

記

１ 「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」において閣議決定された「一般財源の総額に

ついて，２０１８年度までにおいて，２０１５年度地方財政計画の水準を下回らないよう実

質的に同水準を確保する」方針を堅持すること。

２ 社会保障関係経費の増大や地方の実情に即した地域活性化の取組など地方における必要な

歳出を適切に地方財政計画に反映した上で，一般財源総額を確保すること。

３ 地方交付税については，本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮され

るよう総額を確保すること。

４ 地方交付税の算定に当たっては，過疎地域や離島といった条件不利地域や自主財源に乏し

く財政力指数が低い地域などに最大限配慮すること。

５ 「トップランナー方式」については，算定や他の業務への導入の検討に際して，地方の行

政コストの差は，人口や地理的条件など歳出削減努力以外の要素によるところが大きいこと

から，一律の行政コスト比較にはなじまないことに十分留意すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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